
企画競争実施の公示 

 

 

次のとおり、企画提案書の提出を招請します。 

 

平成 24 年 10 月 10 日 

分任支出負担行為担当官 

                                                          那覇港湾・空港整備事務所長 酒井 洋一 

 

１．業務概要 

(1) 業務名 中城湾港出張所ホームページ作成業務 

(2) 業務内容 

   本業務は、中城湾港出張所（以下「出張所」という。）ホームページを利用者にとって使いやすい内容

に全面的に改良し、かつ、その状態を出張所職員で容易に維持できるよう管理面からの見直しを行うため、

新しいコンテンツ管理システム及び関連するアプリケーションの導入したシステムの構築を行うととも

に、現行データの移行作業等についても行うものである。 

  

(3) 履行期限 平成 25 年 3 月 28 日（木） 

 

２．企画競争参加資格要件 

(1) 予算決算及び会計令の第７０条及び７１条に該当しない者であること。 

(2) 指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

(3) 平成 22･23･24 年度内閣府入札参加資格（全省庁統一資格）において「役務の提供等」のうち、「Ｃ」又

は「Ｄ」等級の九州・沖縄地域の競争参加資格を有している者であること。 

(4) 会社更生法に基づき構成手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の

申立てがなされている者（上記の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

(5) 暴力団が実質的な経営を支配する業者又は、これに準ずるものとして、沖縄総合事務局開発建設部発注

工事等から排除する旨の通知「指名除外通知書」を内閣府から受けた者(当該「指名除外通知書」につい

ての取消通報として「指名除外取消通知」を通知されたものは除く。)でないこと。 

(6) 仕様書および入札説明書の受領を済ませていること。  

(7) 過去 5 年以内において、同種業務（コンテンツ管理システム〔CMS〕を用いたホームページの作成）の

実績を 1件以上有すること。 

 

３．手続き等 

 (1) 担当部局 

  〒904-2162 沖縄県那覇市港町 2-6-11 

    沖縄総合事務局 那覇港湾・空港整備事務所 品質管理課 契約審査係 

     電話 098-867-3710   FAX  098-860-8453  

 (2) 説明書の交付期間・場所及び方法 

     交付を希望する者は、郵便（着払い、希望者の負担）または窓口で交付を行う。           



①郵 便の場 合：上記(１)に申し出ること。 

   ②窓口での交付：平成 24 年 10 月 10 日（水）～平成 24年 10 月 30 日（火）までの土曜日、日曜日及び

祝日を除く毎日、9時 00 分から 17 時 15 分まで。なお、説明書の交付を希望する場合

は予め（1）の担当まで事前に連絡すること。 

 (3) 企画提案書の提出期限、場所及び方法 

平成 24 年 10 月 30 日（火）17 時 15 分、提出場所は（1）に同じ。提出方法は、持参又は郵送（書留

郵送等の配達記録が残るものに限る）によること。 

 (4) 企画提案に関するヒアリング実施の有無、日時及び場所 

    企画提案書に従ったヒアリングを以下のとおり実施する。                   

①実 施 日：詳細な日時等は後日連絡する。  

②実施場所：那覇港湾・空港整備事務所 

③時  間：ヒアリングの実施時間は協議のうえ決定する。 

なお、ヒアリングの際に、企画提案書に基づく説明の他、パソコン等を用いてプレゼンテーションを

実施してもよい。プレゼンテーションを行う際のプロジェクター及びスクリーンは当事務所のものを用

いることができるが、その他に必要なものは提案者で準備すること。 

 

４．その他 

 (1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 (2) 関連情報を入手するための照会窓口は、３．(1)に同じ。 

 (3) 企画提案書の作成及び提出等に要する費用は、企画提案者側の負担とする。 

 (4) 提出された企画提案書は、当該提案者に無断で 2次的な使用は行わない。 

 (5) 企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にする。 

(6) 特定した企画提案書については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成11年 5月 14日、

法律第 42 号）において、行政機関が取得した文書について、開示請求者からの開示請求があった場合は、

当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象となる場合がある。 

 (7) 提案が特定された場合は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものであるが、会計法令に

基づく契約手続きの完了までは、国との契約関係を生じるものではない。 

 (8) その他の詳細は、説明書による。 


